
【改訂】 

学校関係者の感染状況のデータやその分析の更新、部活動における対応、寮や寄宿舎

の感染症対策等について改訂しました。 

本マニュアルについて、自治体の衛生主管部局にも共有いただくようお願いします。 

 

事 務 連 絡 

令和２年９月３日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第 1 2 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～」の改訂について 

 

この度、令和２年５月22日に発出した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」を改訂しましたので、お知らせします。 

主な改訂箇所は、別紙の通りとなります。 

本マニュアルは、令和２年９月３日時点での最新の知見に基づき改訂したものであり、おおむ

ね１ヶ月に１度を目安に新たな情報や知見が得られた場合には、見直しを行うことを予定して

います。 

また、本マニュアルについては、自治体の衛生主管部局にも共有いただくようお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を含み、大

学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私

立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大

学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれては

その設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条第１項の認

定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対

して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域

内の市区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専

（写）



修学校に対して周知されるようお願いします。 

 

  
 
＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

○下記以外の保健指導・衛生管理に関すること 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８・２９７６） 

○身体的距離の確保にかかる人的体制の確保に関すること 

・公立学校について 初等中等教育局 財務課（内３７０４） 

・私立学校について 高等教育局私学部 私学行政課（内２５３３） 

・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○障害のある児童生徒等に関すること 

初等中等教育局 特別支援教育課（内３１９３） 

○教職員の勤務に関すること 
・公立学校について 初等中等教育局 初等中等教育企画課（内２５８８） 
・私立学校について 高等教育局 私学部 私学行政課（内２５３３） 
・国立学校について 総合教育政策局 教育人材政策課（内３４９８） 

○各教科の指導に関すること 
・下記以外  初等中等教育局 教育課程課（内２５６５） 
・体育・保健体育 スポーツ庁 政策課（内２６７４） 
・音楽・図画工作等 文化庁 参事官（芸術文化担当）（内３１６３） 

○部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課（内３７７７） 
文化庁 参事官（芸術文化担当）（内２８３２） 

○修学旅行等に関すること 
・修学旅行について 初等中等教育局 児童生徒課（内２３８９） 
・遠足・集団宿泊的行事、旅行・集団宿泊的行事について  
初等中等教育局 教育課程課（内２９０３） 

○学校給食に関すること 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２６９４） 

○学校図書館に関すること 
総合教育政策局 地域学習推進課（内３７１７） 

○幼稚園における指導に関すること 

初等中等教育局 幼児教育課（内２３７６） 



 別紙  

 

主な改訂箇所について 

 

 

１．データやその分析の更新 

児童生徒や教職員等の感染状況やその分析について、前回集計時点（６

月１日～７月３１日報告分）に、８月の感染状況及び同一の学校において複

数の感染者が確認された事例の件数とその分析を追加。 

 

２．地域の感染レベル（１～３）について、新型コロナウイルス感染症対策

分科会の提言による分類（Ⅰ～Ⅳ）との対応関係を整理 

 

３．富岳のシミュレーション結果として、教室内の換気効率について紹介 

 

４．フェイスシールドの活用について留意点を追加 

 

５．部活動における大会への参加や、練習試合、合宿等に当たって留意すべ

き点等を追加  

 

６．寮や寄宿舎における感染症対策を充実 

実際の感染状況を踏まえ、「第６章 寮や寄宿舎における感染症対策」を

新たに追加し、寮や寄宿舎における感染症対策を具体的に記載。 

（居室や共有スペースにおける感染症対策や感染者が発生した場合の対応

等） 
 


